
システム開発業務判例セミナー （システム業界、システム部門向け） 

「スルガ銀行対日本 IBMシステム訴訟判決の解説」 

狙い：大手ベンダと大手地銀間の基幹システム開発が頓挫した事件の訴訟 

判決は BMのプロ・マネ義務違反を認定した ユーザ・ベンダ共に他人事にできない 

P 内容 /パワーポイント画面例 

1 表紙：全面認定された IBMのプロ・マネ義務違反 

2
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3 訴訟の主な争点と判決の事実認定（全体像） 

4 日本 IBMによるシステム開発の流れ 
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6 争点 1合意書の拘束力 2P頓挫の帰責事由 4協力義務違反 5損益相殺 

7  判決文：開発プロセスでの事実認定 1～5 

8 各争点：裁判所の判断 1：合意書の拘束力 
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11        “       7：契約条項 

12        “       8：スルガの損害額 

13 裁判で現われた訴訟上の注目点、本開発の素朴な疑問点 

 

 


